
それぞれの空のした、こころに刻まれた「あの日」。

私たちは、忘れずに災害と向き合う。

、

．田長官E・

赤十字活動資金にご協力をお願いします
回覧メモ
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皆さまからのご寄付は、ここでご紹介する「災害救護活動」をはじめ、

苦しむ人を救う様々な活動に大切に使わせていただいています。｜、十字活劃資金の使い道a七宮誌
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ボランティア育成

災害時はもちろん、日

頃かう地域学校で活

躍するボランティアを

育成しま五

災害救護訓練

被災地で迅速に医療

教護活動を展開する

ため様々な災害を想

定した訓練を実施。

災害時に迅速に対応する

ため、災害救護訓練、資機

材の整備、ボランティア育

成等を行っています。
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・主な救援物資救援物資の備蓄

災害時に必要と芯る

物資を、様々芯拠点、に

配備しています。
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日本赤十字社に

と寄付が届きます

皆さまか5の

ご寄付値目

全国の赤十字が連携し、

被災地に向けて職員を

派遣する準備をします。

，：－、

麻司

赤十字活動資金に

あたたかいと協力を
お願いします

~・・~

今後、発生が予想される

首都直下地震に
備えるためにも圃．．
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救援物資の配布
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災害発生
日本赤十字社が

総力をあげて対応
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医療救護班や救援物資は、

陸、海、空、様々な

手段で被災地ヘ

ボランティアと共に

必要な物資を準備

φ 

手
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こどもたちへの

防災教育

未来を担うこどもたちへ、

自然災害の正しい知識と、

自ら考え生き抜く力を。

未来へつなげる

持＼'Jい l
L円い！

固｜被災地で行う活動｜被災地で行う活動目

地域防災力の向上

地域の自助－共助の力を

高めるため、いのちを守る

知識と技術を伝えるセミ

ナーを実施していま乱

血液製剤の供給

全国の血液センターが連携し、災害時も

必要な血液を安定的に供給します。

こころのケア

災害はこころにも大きな傷を残します。

少しでもところが休まるよう寄り添いますL

過去の災害救護でt吉った経験を忘れすに、

未来へつないでいきますb

φ φ φ 

｜ 被災地で行う活動圃

医療救護

被災地の医療二一ズに合わせ、救護所の

設置や巡回診療を行いますh



皆さまかうのご寄付は、被災地での医療救護活動をはじめ

救援物資の備蓄等、より充実した災害への備えにつながります。
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2019年度に皆さまに

ご協力をお願いしたい額

一一目標額一一

12億円
お寄せいただく資金で、 右記の

ような活動を予定しています。
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赤十字活動資金へのご協力方法

1111璽－ 圃霊翠冨翠週目

赤十字の活動！こご賛問いただき、年

額2 , 000円以上の会費にご協力い

ただいた方を「会員Jとして登録し、

年に数回情報誌をお送りいたします。

自由な金額で

赤十字の活動

にご協力をお願

いいたします。
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屋内型避難所用テント
避難所内でプライベートを確保でき、 車いす

に乗った状態でも出入り可能です。 目隠し

シートにより着替えや授乳等でのプライパ

シーを守ります。

くいのちを守る活動〉 〈赤十字サボーターのために〉

＠ 救護・救援活動 … ··38.9% ＠ 広報活動 ………… 3.9% 

＠ 地域や学校での , 会員の情報管理
ｷ ｷ ｷ 1 1 .2% I; ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ 1 1 .0% 

ポフンティア育成 、 加入促進

＠ 救急法等講習会・…・4.4% 〈安定した活動のために〉

。 献血推進・・……… 1.3% 位 活動の運営管理… ·· 20.8%

看護師養成 ・・・・・・・・・ 0.9%

社会福祉施設の運営・・5.4%

社屋修繕 ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ2.2ー/o 

． 赤十字協賛委員が皆さまの地域・ご家庭を訪問した際にご協力をお願いいたし

ます。また、お住まいの地域の区役所市役所等や日本赤十字社の窓口でも受け

付けています。 （赤十字協賛委員とは、町会・自治会を通じて活動資金の募集にご

協力くださる方々です。 ）

・ 「遺言によるご寄付（遺贈）」や「相続財産のご寄付」 、 「ご香典の己、寄付」も承っておりますL

． ご寄付は自由な意思によるものであり、 強制ではございません。 会 員 ＼

E ご協力いただいた方へ会員ステッカーをお渡ししますo l 九 ＋ .. ~J 

・・・・E苦闘志軍司・・・・

税制上の優遇措置 | 赤十字活動資金にご協力いただくと、次のよう芯税制上の優遇措置が受けられます。

E冨I認田沼環司E

特定寄付金

個人
相続税にかかる

寄付金

法人 特定公益増進法人に

対する寄付金

所得税法第78条

第2項第3号

措置の内容等

寄付金の全額（ただし、上限は寄付者の年間所得総額の40%まで）から、 2 . 000円を差し引いた金額が、寄付者の

年間所得総額から控除されま五（都条例により個人都民税も税額控除されま乱）

相続により取得した財産の全部または一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価額は相続人が納めるべき

相続税の課税価格に算入されません。
※中自主u力t相続税lこ関する申告書を税務署長lこ提出する閉こ日本赤十字社の鮪すした「贈与訂11と財産｜こ係る証明書」在添付する必要がありま言。

通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を

損金に算入することができま宮L
※損金算入限度額1志、その法人の資本や所得の金額によって異芯りますh詳しくはお近くの税務署や税理士にご確認ください。

租税特別

措置法第アO条

法人税法

第37条第4項

税制上優遇の詳細は当支部ホームページをご覧いただいくか、日本赤十字社東京都支部までお問い合わせください。

赤十字活動資金に、ご協力をお願いいたします。

＋田空空d！哲東京都支部 地域推進課 1'169-8540 東京都新宿区大久保1-2-15

TEL: 03-5273-6 7 42 （平日9:00～17 :3 0)


